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Ⅰ 萩中住宅 建替え事業の組織上の主な経緯 

  

年次 

 （築後年数） 

組織上の主な出来事 

 

関連出来事 

    ◆印 

１９６８（昭和４３年） 

（０） 

 

 

１９８８（昭和６３年） 

（２０） 

 

都住宅供給公社の３５年償還の長期分譲住宅として誕生 

１１月入居、（３６８戸、８棟、地上５階） 

                   ◆耐震基準の改正（1981/６） 

（１９８２～１９８５ 第１次大規模修繕）    

公社より所有権移転。管理組合設立（自主管理） ◆バブル絶頂期 

                     ◆バブル崩壊始まる 

                     （1990） 

１９９２（平成４年） 

（２４） 

 

１９９４（平成６年） 

（２６） 

第２次大規模修繕を前に、建替えを含む 

中長期計画検討の再開発委員会設立（１６名）    

（１９９３～１９９５ 第２次大規模修繕） 

建替え準備委員会設立（１６名） 

 ◆阪神大震災（１９９５/１） 

   （勉強、広報は続けながらも辛抱の時期、）   

１９９７（平成９年） 

（２９） 

２０００（平成 12年） 

 （３２） 

２００１（平成１３年） 

（３３） 

２００２（平成１４年） 

（３４） 

 

２００３（平成１５年） 

（３５） 

 

 

コンサルタント選定 （株）シティコンサルタンツ 

  第一次建替え事業計画案作成―1998/9 

第二次建替え事業計画案作成（5月） 

建替え推進決議（3/4特別決議）（12月）、建替え委員会設立 

事業協力者選定（９月） 

  有楽土地（株）、（株）長谷工コーポレーション 

建替え実施計画案発表（9月）   

建替え決議不成立（旧区分所有法）（１２月）（８棟の内１棟で２票足り

ず、全体では８４％の合意） 

臨時総会で新区分所有法の下で再度の建替え決議を行うことの決議 

（１月） 

総合設計申請（近隣説明会開始）      ◆円滑化法施行（４月） 

                  ◆改正区分所有法施行（６月） 

建替え決議成立（新区分所有法）（８月）（８棟すべてで４/５以上の合意、

全体では９１％の合意） 

「円滑化法」に基づき建替組合の認可申請（９月） 

同上認可（１１月）、公示 
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２００４（平成１６年） 

（３６） 

  

 

 

 

  

２００６（平成１８年）（３８） 

  

１月２１日 権利変換計画認可申請。 

２月１７日 同上認可。 

同２月 非参加者２名に対して売り渡し請求、うち１名は和解。残１

名は断行の仮処分申請を行った上で和解。 

同２月 解体工事着工。         

同６月 本体工事着工。 

同 11月 管理組合規約認可     ◆耐震強度偽装事件（2005/11） 

同１月 解散総会にて解散承認。 

同３月 竣工引渡し、入居開始。 

同３月 解散認可．４月公示。 

同６月 清算総会。 

同７月 決算報告書承認、事業完了報告。 

 

 

Ⅱ 萩中住宅マンション建替え前後の施設概要等（比較） 

 

 建替前 建替後 

所在地 大田区萩中 1丁目７番       同 左 

敷地面積 15,934．91㎡（実測面積） 15,952．91㎡（実測面積） 

階数 地上 5階 地上 18階地下 1階 

棟数 ８ ４（共用棟、駐車場棟含む） 

権利者（人） 

 

３５９ 

 

残留：286 

転出：73 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

延床面積（㎡） 18,510．87（㎡） 48,801．38（㎡） 

住宅部分容積対象面積） ― （38,262．02㎡） 

建築規模（㎡） 3,692．04（㎡） 7,202．02（㎡） 

建蔽率（指定建蔽率） 23.2％（70％） 45.15％（70％） 

容積率（指定容積率） 

 

116.2％（200％） 

 

239.84％（240.11％） 

市街地総合設計制度により容積緩和 

住宅規模（㎡） 44.40（㎡）、47.95（㎡） 44.82（㎡）～88.38（㎡） 

間取り ３ＤＫ、  ３Ｋ ２ＤＫ～４ＬＤK 

戸数 ３６８戸 ５３４戸 

駐車場 １１８台（平置） ２７１台（機械式、平置き） 

その他の特徴 経過年数 35年 

 

集会室 2、娯楽室２を含む共用棟

一団地認定、総合設計制度 
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Ⅲ 建替えを実現出来た要因 

 [主要因] 

① 日常の管理組合活動の延長線上での発意 

 普段のメンテナンス状況、特に第一次及び第二次大規模修繕工事での建物/設備の欠陥/老朽化が、

このままでは当住宅団地は直ぐにスラム化する、が引き金 

⇒ 建物の建替えの必然性に関しては反対無く、時期的な理屈付けや他の理由での反対のみ 

 

②  「当地に長く住み続けたい」、「良き住環境が良き地域社会を作る」、「運命共同体の一員としての

団地住まい」、「一人が皆のために、みんなが一人のために」、「全員合意」の考えやスローガンをベ

ースとして建替えのための組織造りを行い、組合員全員での情報の共有化と知恵の結集を図る 

⇒ 個人的に迷う方の第三者による意見の聞き出しと尊重 

  繰り返しの皆での（含む棟単位）話し合いやアンケート等による意見の集約等 

 

③  一つの再開発事業として、時宜を得て、良き専門コンサルタントおよび事業協力者を得たこと 

⇒ 信頼関係に立つトップ組織への選択権限移譲と公明性/透明性を持っての選択 

 

④ 恵まれた地理的環境下にあって、法的サポートも得られ、結果として、実現可能な計画と資金の裏

付けで合意形成が可能となったこと ⇒ 下記 

 

 

[建替え事業計画の骨子] 

（ⅰ）市街地総合設計制度の採用 

        

敷地境界より約 120ｍ範囲内の、 

近隣約 1,100世帯への説明会と 

内約 400世帯の同意書を得る。 

 （都条例、大田区条例） 

 

結果として 

○法廷延べ面積 48,802．98㎡ 内 住宅部分容積対象面積  38,262．02㎡ 

         駐車場面積（駐輪場含む）6,539．88㎡ 

A棟：18階建て、B,C,D棟：地上 17階地下１階、 

（最低 44.82㎡の権利変換住宅～最高 88.38㎡住宅まで全部で 534戸を確保） 

共用施設棟（集会室２、シアタルーム、カラオケルーム等） 

   ○平均還元率  約 83％ 

 

  （ⅱ）円滑化法の採用 

○権利者による建替法人組合組織化 

公開空地等による割増容積率＝42.0％ 

屋上緑化による割増容積率 ＝4.5％ 

割増後の容積率  ＝46.5％ 

割増後の許容面積 ＝39,323．92㎡ 
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○一括登記による権利の保全（権利変換計画） 

  関係権利者、特に金融機関（約２０行）の同意に時間を取られる 

  （登記簿の乙区記載者約 50名、抵当権抹消手続き未の者約 30名他の理由） 

○参加組合員として保留床を購入する不動産会社を参加組合員としてあらかじめ確保 

      権利変換認可時     変更時   最終（戸数）       

 

     従前戸数 ３６８戸   従後戸数 ５３４  戻り入居率 ８１．０％ 

 （2戸所有者いるため、区分所有者は３５９）    転出率   １９．０％ 

     

（ⅲ）資金の調達等 

○優良建築物等整備事業による補助（→当時財政事情から大田区としては最後） 

○21世紀都市居住緊急促進事業の補助  双方にて、約 5億３千万円の補助（補助率約６％） 

○高齢者融資（リバースモゲージ）―住宅金融公庫より 

 等による工事費用の軽減および個人の資金調達サポート 

 

（参考）総事業支出  約 110億円 → 参加組合員負担金：約 60億円 

借入金:約 50億円（法人化により一時的に金融機関から融資） 

               

  ○資金困難権利者のため小規模住宅（権利変換住宅）も確保したが、多くの権利者は、平均 1,200

万円を投じてより広い住戸をそれぞれ確保 

  ○なお仮住まい対策として、公団の空き家斡旋、空き会社社宅の借り上げと斡旋、近隣不動産会社

の協力斡旋等を行う 

 

 

Ⅳ 建替え事業からの教訓と今後の課題への提言  

（１）合意形成の難しさとマンション団地管理のために 

  如何に好条件での建替え決議案であろうと、その時点で賛同出来ない組合員をゼロにすることは、

ほとんど不可能であり、全体の 4/5以上による決議はやむを得ないが、特に団地認定のマンションに

おける「棟毎、棟単位の権利」は不要ではないか。団地管理組合の通常の管理の上でも、棟単位の

権利は不要である。棟単位での違いが生じるのは当然であるが、団地管理は、それらも配慮しなが

ら、全体としてどう管理していくかであり、棟単位での権利であっても、それを法的にサポートす

ること自体が、団地認定の基本に矛盾するのではないか。 

 ⇒直ちに法改正を行うことは難しいとしても、現行の各棟２/３以上による決議→１/２以上に 

  概して、区分所有法はじめ幾つかの法令や制度は、個人の権利保護目的の規制は多いが、マンシ

ョンという運命共同体的住まいにおける個人の果たすべき義務/責務に関しては甘いのではないか。 

１  権利床 ２９３ ２８８ ２９８ 

２ 参組床 １９８ ２２２ ２３６ 

３ 保留床 ４３ ２４      ０ 

 合計 ５３４ ５３４    ５３４ 
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（２） その他法規制との葛藤 

  [用途地域の課題] 

当初、第一種住居地域の第二種高度地区から第三種高度地区への変更（容積率２００％→３０

０％）を含め企画検討したが、近隣との共存を重視し、現行制限の中で検討することとなった。 

また当時の 7番地全体の共同化建替えを検討し調整を試みたが、実現には至らなかった。 

⇒用途地域に関しては、現状での画一的な区割りでなく、地域の実態と地域の再開発を睨んで

見直しを行うなど柔軟な対応が必要であり、併せて都/区/地域と、段階的な権限移譲も早急に

検討すべきでないか。 

   

 [近隣対応] 

総合設計制度採用に伴う、公聴会を含む近隣への説明会を実施。近隣からの同意書を得るのに

多大な時間と費用を要した。 

総合設計制度採用時に限らず、様々な理由による反対意見が多く、訴訟事件も多かった。 

    ⇒マンション住まいとはいえ、町会(自治会)への参画をはじめ、普段の地域/近隣との交流は欠

かせないが、建替え時における手続についてはもう少し簡素化したものに見直しができない

か。 

 

 [総合設計制度や建替え円滑化法等諸制度の実行段階での諸手続等の簡素化/簡略化] 

     

（３） 管理組合自身の成長への動機付け 

     多くは管理会社依存の管理形態の中で、管理組合自身を育成/成長させ、長期修繕や、建替え

に自ら取り組んで行けるように如何に動機付けをするか。 

⇒一般的なガイドブックやチラシ的なものでなく、当該マンションの実態に即した形での広報

手段の提供と動機付け（管理会社責任？）。 

     加えて、マンション購入時における管理組合存在/意義の購入者への徹底(販売会社/不動産業界

に依存？)。 

 

（４） その他 

建替え専門コンサルタントの補充、育成強化 

マンション管理士の実地/実践訓練強化策など 

 

         (２０１４/１１記) 
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 公開空地計画図 
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旧萩中住宅の一部外観写真 

 

 

 

 

 

建替え後のオーベルグランディオマンション団地の鳥瞰写真 

 

 

 


